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(57)【要約】
【課題】細胞含有液を充填する際に分離液との境界面に
乱れを生じさせることなく容易に充填することができ、
遠心分離後に成層した細胞の分離を容易に行うことがで
き、しかも所望の細胞を高純度で回収することができる
細胞分離デバイス、前記細胞分離デバイスを用いて所望
の細胞を効率よく回収することができる細胞分離システ
ムを提供すること。
【解決手段】上方から内部に液体を充填できる容器と、
前記容器の内部を上下に仕切る仕切り機構とを備え、前
記仕切り機構が貫通孔を備えた仕切り板及び前記仕切り
板に接する前記容器の上方内部下面の内部に通じる孔を
備えた隔壁を有しており、前記仕切り板が前記容器の長
軸方向の中心を回転軸として回転することで、容器の上
方内部と下方内部とを連通状態又は遮断状態に切り替え
可能に構成されていることを特徴とする細胞分離デバイ
ス。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞含有液から目的の細胞を分離する細胞分離デバイスであって、
　内部に液体を充填できる容器と、
　前記容器の内部を上下に仕切る仕切り機構と
を備え、
　前記仕切り機構が貫通孔を備えた仕切り板及び前記仕切り板に接する前記容器の上方内
部下面に容器の内部に通じる孔を備えた隔壁を有しており、前記仕切り板が前記容器の長
軸方向の中心を回転軸として回転することで、容器の上方内部と下方内部とを連通状態又
は遮断状態に切り替え可能に構成されていることを特徴とする細胞分離デバイス。
【請求項２】
　前記容器の内部の表面粗さＲａが０．１～２０ｎｍである請求項１に記載の細胞分離デ
バイス。
【請求項３】
　前記貫通孔の断面積が、前記容器内部の最大の断面積に対して３～２５％である請求項
１又は２に記載の細胞分離デバイス。
【請求項４】
　前記容器の上方内部における容量が、容器の下方内部の容量の１３０％以上である請求
項１～３のいずれか１項に記載の細胞分離デバイス。
【請求項５】
　前記貫通孔及び／又は前記隔壁に設けた孔を少なくとも２つ有し、前記少なくとも２つ
設けた孔同士が、前記容器の長軸方向の中心から均等な位置に配置されている請求項１～
４のいずれか１項に記載の細胞分離デバイス。
【請求項６】
　前記容器の上方内部の内径が、前記隔壁に設けた孔に向けて徐々に縮径していくように
構成される請求項１～５のいずれか１項に記載の細胞分離デバイス。
【請求項７】
　前記貫通孔の周囲又は前記隔壁に設けた孔の周囲にシール材を有する請求項１～６のい
ずれか１項に記載の細胞分離デバイス。
【請求項８】
　前記容器の底部を接地した状態で自立可能な構成を備えている請求項１～７のいずれか
１項に記載の細胞分離デバイス。
【請求項９】
　前記容器の底部表面が平面である請求項８に記載の細胞分離デバイス。
【請求項１０】
　前記容器の上部及び／又は下部の側面が遠心分離機に設けられている容器設置用アダプ
ターの表面に固定できるように、前記容器の上部及び／又は下部の外径が他の容器の側面
の外径よりも大きく構成されている請求項１～９のいずれか１項に記載の細胞分離デバイ
ス。
【請求項１１】
　前記容器の上部に液体供給用及び／又は排出用の口が設けられている請求項１～１０の
いずれか１項に記載の細胞分離デバイス。
【請求項１２】
　前記容器の上方内部に微細孔を有するフィルターが設けられている請求項１～１１のい
ずれか１項に記載の細胞分離デバイス。
【請求項１３】
　前記フィルターの平均細孔径が０．１～８μｍである請求項１２に記載の細胞分離デバ
イス。
【請求項１４】
　前記液体供給用又は排出用の口が２つ以上あり、少なくとも一つの口が、前記容器の上
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方内部の前記フィルターよりも下方側に設けられている請求項１２又は１３に記載の細胞
分離デバイス。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の細胞分離デバイスと、
　洗浄液用バッグ及び／又は微細孔を有するフィルターと、
からなり、
　前記細胞分離デバイスに、前記洗浄液用バッグ及び／又は前記微細孔を有するフィルタ
ーがチューブで接続されていることを特徴とする細胞分離システム。
【請求項１６】
　細胞含有液用バッグと廃液用バッグがさらに接続されている請求項１５に記載の細胞分
離システム。
 
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠心分離を用いて単核球などの細胞種を分離できる細胞分離デバイス及び該
細胞分離デバイスを含む細胞分離システムを用いて、前記細胞を得る技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、血液などから細胞を分離する一般的な技術としては、試験管の底部にフィコール
・パック（Ficoll-Paque，登録商標、ファルマシア・ファイン・ケミカルズ（Pharmacia 
Fine Chemicals）社製）などの分離液を設置して遠心分離する方法が知られている（例え
ば、特許文献１、２参照。）。この方法は、所定量のフィコール・パックを試験管底に設
置する工程、血液試料をフィコール・パック上にピペットで移す工程、フィコール・パッ
クの比重よりも大きい比重を有する血液成分が、フィコール・パックを通過するように遠
心分離する工程、及び、フィコール・パックの上方に分離された単核球層をピペットで採
取する工程からなる。しかし、特許文献１、２に記載の方法では、試料を分離液の上に載
置する際の境界面の乱れや、分離回収時の他層との混合などにより、目的とする細胞を所
望の純度で得ることが困難であった。
【０００３】
　そこで、このような問題点に対処する技術として、第１液体容器収容部を有する第１容
器と、第２液体収容部を有し前記第１容器の下方に設けられる第２容器とを備え、第１容
器と第２容器とが相対回転可能に取り付けられ、第１容器と第２容器とを相対回転させる
ことにより、第１液体収容部と前記第２液体収容部とを連通させる連通状態と、前記第１
液体収容部と前記第２液体収容部との連通を遮断する遮断状態とを切替可能な切替機構を
備えた細胞分離装置が提案されている（例えば、特許文献３参照。）。しかし、前記のよ
うに複数の容器や部材を連結させた構造では、操作が煩雑になり、容器同士の連通状態・
遮断状態を切り替えるために容器自体を回転させると容器に充填されている液体に振動が
加わるため、回転操作に注意が必要になり、注意を怠ると、成層された細胞の境界面が振
動により動いてしまうという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１０－５０４０８３号公報
【特許文献２】特表２００７－５０９６０１号公報
【特許文献３】特開２０１３－１３２２４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明は、前述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、細胞含有液を充填
する際に分離液との境界面に乱れを生じさせることなく容易に充填することができ、遠心
分離後に成層した細胞の分離を容易に行うことができ、しかも所望の細胞を高純度で回収
することができる細胞分離デバイスを提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、前記のような細胞分離デバイスを用いて所望の細胞を効率
よく回収することができる細胞分離システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、内部に液体を充填でき
る容器内部にその内部を上下に仕切ることができる仕切り機構を設け、前記仕切り機構と
して貫通孔を備えた仕切り板を採用し、この仕切り板が前記容器の長軸方向の中心を回転
軸として回転するように構成することで、前記課題を解決できることを見出し、本発明を
完成するに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明が提供するのは以下の通りである。
（１）細胞含有液から目的の細胞を分離する細胞分離デバイスであって、
　内部に液体を充填できる容器と、
　前記容器の内部を上下に仕切る仕切り機構と
を備え、
　前記仕切り機構が貫通孔を備えた仕切り板及び前記仕切り板に接する前記容器の上方内
部下面に容器の内部に通じる孔を備えた隔壁を有しており、前記仕切り板が前記容器の長
軸方向の中心を回転軸として回転することで、容器の上方内部と下方内部とを連通状態又
は遮断状態に切り替え可能に構成されていることを特徴とする細胞分離デバイス。
（２）前記容器の内部の表面粗さＲａが０．１～２０ｎｍである（１）に記載の細胞分離
デバイス。
（３）前記貫通孔の断面積が、前記容器内部の最大の断面積に対して３～２５％である（
１）又は（２）に記載の細胞分離デバイス。
（４）前記容器の上方内部における容量が、容器の下方内部の容量の１３０％以上である
（１）～（３）のいずれかに記載の細胞分離デバイス。
（５）前記貫通孔及び／又は前記隔壁に設けた孔を少なくとも２つ有し、前記少なくとも
２つ設けた孔同士が、前記容器の長軸方向の中心から均等な位置に配置されている（１）
～（４）のいずれかに記載の細胞分離デバイス。
（６）前記容器の上方内部の内径が、前記隔壁に設けた孔に向けて徐々に縮径していくよ
うに構成される（１）～（５）のいずれかに記載の細胞分離デバイス。
（７）前記貫通孔の周囲又は前記隔壁に設けた孔の周囲にシール材を有する（１）～（６
）のいずれかに記載の細胞分離デバイス。
（８）前記容器の底部を接地した状態で自立可能な構成を備えている（１）～（７）のい
ずれかに記載の細胞分離デバイス。
（９）前記容器の底部表面が平面である（８）に記載の細胞分離デバイス。
（１０）前記容器の上部及び／又は下部の側面が遠心分離機に設けられている容器設置用
アダプターの表面に固定できるように、前記容器の上部及び／又は下部の外径が他の容器
の側面の外径よりも大きく構成されている（１）～（９）のいずれかに記載の細胞分離デ
バイス。
（１１）前記容器の上部に液体供給用及び／又は排出用の口が設けられている（１）～（
１０）のいずれかに記載の細胞分離デバイス。
（１２）前記容器の上方内部に微細孔を有するフィルターが設けられている（１）～（１
１）のいずれかに記載の細胞分離デバイス。
（１３）前記フィルターの平均細孔径が０．１～８μｍである（１２）に記載の細胞分離
デバイス。
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（１４）前記液体供給用又は排出用の口が２つ以上あり、少なくとも一つの口が、前記容
器の上方内部の前記フィルターよりも下方側に設けられている（１２）又は（１３）に記
載の細胞分離デバイス。
（１５）（１）～（１４）のいずれかに記載の細胞分離デバイスと、
　洗浄液用バッグ及び／又は微細孔を有するフィルターと、
からなり、
　前記細胞分離デバイスに、前記洗浄液用バッグ及び／又は前記微細孔を有するフィルタ
ーがチューブで接続されていることを特徴とする細胞分離システム。
（１６）細胞含有液用バッグと廃液用バッグがさらに接続されている（１５）に記載の細
胞分離システム。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の細胞分離デバイスは、上方から内部に液体を充填できる容器と、前記容器の内
部を上下に仕切る仕切り機構とを備え、前記仕切り機構が貫通孔を備えた仕切り板及び前
記仕切り板に接する前記容器の上方内部下面に容器の内部に通じる孔を備えた隔壁を有し
ており、前記仕切り板が前記容器の長軸方向の中心を回転軸として回転することで容器の
上方内部と下方内部とを連通状態又は遮断状態に切り替え可能に構成されていることで、
予め容器の下方内部に分離液を充填した後に前記仕切り板を回転させて上方内部と下方内
部とを遮断状態にしておき、その上から細胞含有液を充填してから、前記仕切り板を回転
させて上方内部と下方内部とを連通状態にすることができ、その際に、分離液と細胞含有
液との境界面に乱れを生じさせることなく容易に細胞分離液を分離液上に充填することが
できる。また、細胞分離デバイスを遠心分離した後に前記仕切り板を回転させて容器上方
内部と下方内部とを遮断状態にすることで、容器上方内部に成層した単核細胞などの所望
の細胞を下方内部に沈降した赤血球などの他の細胞と分離することが容易にでき、また、
上方内部で成層している所望の細胞を高純度で回収することができる。
【０００９】
　前記容器の内部の表面粗さＲａが０．１～２０ｎｍであることで、容器の内部の表面へ
の細胞の付着を抑えて、細胞の回収率及び純度を向上することができる。
【００１０】
　前記貫通孔の断面積を前記容器内部の最大の断面積に対して３～２５％に調整すること
で、遠心分離時において容器上方内部に充填されている細胞含有液中の細胞が貫通孔を通
過して下方内部にスムーズに移動できるため、分離操作後の成層の境界面がより水平にな
り、また成層の厚みも均一になりやすい。
【００１１】
　前記容器の上方内部における容量を容器の下方内部の容量の１３０％以上に調整するこ
とで、容器の下方内部から前記仕切り機構付近まで十分な量の分離液を充填することがで
き、密度勾配を用いた細胞分離を効率よく行うことができる。
【００１２】
　前記貫通孔及び／又は前記隔壁に設けた孔を少なくとも２つ有し、前記少なくとも２つ
設けた孔同士が、前記容器の長軸方向の中心から均等な位置に配置されることで、遠心分
離時の細胞の移動をスムーズに行うことができる。
【００１３】
　前記容器の上方内部の内径が、前記隔壁に設けた孔に向けて徐々に縮径していくように
構成されることで、遠心分離処理を施した際に、容器の上方内部にある細胞、特に密度の
大きな細胞が速やかに容器の下方内部に沈降し易くなり、単核球などの目的の細胞が容器
上方内部で均一な厚みの層を形成し易くすることができる。
【００１４】
　前記貫通孔の周囲又は前記隔壁に設けた孔の周囲にシール材を設けることで、容器と仕
切り機構の可動部材である仕切り板との間の水密性を高めることができ、遠心分離を行っ
たり、仕切り板を回転させても液漏れが起こらないようにすることができる。
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【００１５】
　前記細胞分離デバイスは、前記容器の底部を接地した状態で自立可能な構成を備えてい
ることで、細胞分離デバイスを自立させながら大きな振動を与えることなく、前記仕切り
機構の仕切り板の回転操作を行うことができ、その結果、細胞含有液を充填する操作が行
い易くなり、また、遠心分離後に成層した各層の境界面が動くことを防ぐことができる。
前記容器の底部表面は平面であることが好ましい。
【００１６】
　前記容器の上部及び／又は下部の側面が遠心分離機に設けられている容器設置用アダプ
ターの表面に固定できるように、前記容器の上部及び／又は下部の外径が他の容器の側面
の外径よりも大きく構成されていることで、前記遠心分離機による遠心分離時に、前記容
器設置用アダプター内で前記細胞分離デバイスが振動せずに遠心分離できるため、成層の
厚みが均一になり、精度のよい細胞の分離を行うことができる。
【００１７】
　前記容器の上部に液体供給用及び／又は排出用の口が設けられていることで、細胞含有
液を供給する操作及び／又は成層した細胞を排出する操作を効率よく行うことができる。
【００１８】
　前記容器の上方内部に微細孔を有するフィルターが設けられていてもよい。この場合、
細胞分離デバイスの上下を反転させることで、容器上方内部に成層した細胞と他の媒体と
を分離して、細胞のみを選択的に細胞分離デバイス内に残すことができる。また、洗浄液
を容器上方内部に導入した後、同様に細胞分離デバイスの上下を反転させて洗浄液を細胞
分離デバイスから排出することで細胞の洗浄操作も行うことができる。
　前記フィルターの平均細孔径は、０．１～８μｍであることが好ましい。
【００１９】
　前記液体供給用又は排出用の口が２つ以上あり、少なくとも一つの口が、前記容器の上
方内部の前記フィルターよりも下方側に設けられていることで、細胞分離デバイスを立設
した状態で、細胞含有液を前記フィルターよりも下側に設けた口から供給することができ
、また、遠心分離後では前記フィルターを用いて細胞分離デバイス内に残した細胞を前記
下方側に設けた口から排出することができる。
【００２０】
　また、本発明の細胞分離システムは、前記細胞分離デバイスと、洗浄液用バッグ及び／
又は微細孔を有するフィルターとからなり、前記細胞分離デバイスに、前記洗浄液用バッ
グ及び／又は前記微細孔を有するフィルターがチューブで接続されていることで、洗浄液
用バッグから洗浄液を前記細胞分離デバイスに導入して細胞を洗浄することができる。ま
た、微細孔を有するフィルターを用いることで細胞を媒体から分離したりすることができ
る。
【００２１】
　前記細胞分離システムでは、細胞含有液用バッグと廃液用バッグがさらにチューブで接
続されていることで、例えば、細胞含有液用バッグから細胞含有液を細胞分離デバイスに
充填する操作を容易にし、また、遠心分離後の細胞分離デバイスの容器の上方内部に充填
される細胞以外の溶媒を廃液用バッグに排出する操作を容易にできる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の細胞分離デバイスの一実施態様を示す概略説明図である。
【図２】仕切り機構を構成する仕切り板の一実施態様を示す概略説明図である。
【図３】蓋１９を除く図１に示す細胞分離デバイスの概略分解図を示す。
【図４】本発明の別の細胞分離デバイスの実施態様を示す概略説明図である。
【図５】本発明の別の細胞分離デバイスの実施態様を示す概略説明図である。
【図６】本発明の別の細胞分離デバイスの実施態様を示す概略説明図である。
【図７】本発明の細胞分離デバイスを用いて細胞分離を行う工程を示す概略説明図である
。
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【図８】本発明の細胞分離システムの一実施態様を示す概略説明図である。
【図９】本発明の別の細胞分離システムの一実施態様を示す概略説明図である。
【図１０】本発明の別の細胞分離システムの一実施態様を示す概略説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の細胞分離デバイスは、細胞含有液から目的の細胞を分離する細胞分離デバイス
であって、
　内部に液体を充填できる容器と、
　前記容器の内部を上下に仕切る仕切り機構と
を備え、
　前記仕切り機構が貫通孔を備えた仕切り板及び前記仕切り板に接する前記容器の上方内
部下面に前記容器の内部に通じる孔を備えた隔壁を有しており、前記仕切り板が前記容器
の長軸方向の中心を回転軸として回転することで、容器の上方内部と下方内部とを連通状
態又は遮断状態に切り替え可能に構成されていることを特徴とする。
【００２４】
　本発明において細胞分離デバイスとは、遠心分離機の回転子の容器設置用アダプターに
挿入して、遠心分離処理を施すことができるデバイスをいう。遠心分離機としては、細胞
含有液に高速回転をかけて細胞含有液中の細胞を密度差によって成層して分離することが
できる装置であればよく、特に限定はない。中でも、本発明の細胞分離デバイスは、分離
液を用いる遠心分離法に好適に使用することができる。
【００２５】
　本発明において、細胞含有液とは、回収目的の細胞が含有されている液体をいう。細胞
含有液としては、例えば、血液、リンパ液、細胞培養液、臍帯血、骨髄液などが挙げられ
る。
　本発明において、回収目的の細胞としては、単核球細胞、造血幹細胞、リンパ球、単球
、間質細胞、循環腫瘍細胞などが挙げられる。
　前記細胞含有液に含まれる溶媒としては、水、緩衝液、生理食塩水、血漿、間質液、培
地などが挙げられる。
【００２６】
　本発明に用いる分離液は、回収目的の細胞を分離できる比重に調整された液体であって
、細胞に悪影響を及ぼさず、刺激が小さい液体であればその組成は特に限定されないが、
例えば、リン酸緩衝生理食塩水等の緩衝液に、細胞への刺激が小さい高分子化合物、例え
ば、ショ糖とエピクロロヒドリンの共重合体であるフィコール（シグマ社）、ポリエチレ
ングリコール、デキストラン等を用いて、比重を調整した溶液を用いることができる。ま
た、市販の血球分離液、例えばヒト用リンパ球比重分離液（比重１．１１９；シグマアル
ドリッチ社）を用いて、前記分離液と高分子化合物を所望の比重となるように混合しても
よい。
　分離液の調製に用いられる高分子化合物としては、細胞への刺激が小さいものであれば
特に限定されず、例えばフィコール、デキストランなどが挙げられ、特にフィコールが好
ましい。また、分離液には、各種塩類、生理活性物質、抗酸化物などを適宜配合すること
ができる。例えば、単核球を分離するのに好適な分離液としては、ＧＥヘルスケア・ジャ
パン社のFicoll-Paque PREMIUM（比重１．０７３、１．０７７、１．０８３）を購入して
用いてもよいし、フィコール溶液、コンレイ液、蒸留水などを混合して調製してもよい。
　また、単核球以外の細胞を回収するための分離液としては、パーコール（Percoll）、
パーコールプラス（Percall plus）などのＧＥヘルスケア・ジャパン社製の市販の分離液
も使用できる。
【００２７】
　前記細胞分離デバイスは、内部に液体を充填できる容器と、前記容器の内部を上下に仕
切る仕切り機構とを備える。
　前記内部に液体を充填できる容器は上方から液体を導入できるように設計されても良い
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。なお、本発明において、上方とは、例えば、図１（ｂ）に示すように、細胞分離デバイ
ス１を立設した場合の上方向をいい、下方とは細胞分離デバイスを立設した場合の下方向
をいう。
【００２８】
　前記容器の形状及び大きさとしては、遠心分離機の回転子の容器設置用アダプターに挿
入できる形状及び大きさであればよく、特に限定はない。例えば、容器内部に液体を充填
し易く、遠心分離の際に細胞が成層し易い観点から、円筒形状の容器が好ましい。
【００２９】
　前記容器の構造材料としては具体的には、非反応性ポリマー、生物親和性金属、合金、
ガラス等が挙げられる。非反応性ポリマーとしては、アクリロニトリルブタジエンスチレ
ンコポリマー等のアクリロニトリルポリマー、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロ
トリフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンとヘキサフルオロプロピレンのコポリマ
ー、ポリ塩化ビニル等のハロゲン化ポリマー、ポリアミド、ポリイミド、ポリスルホン、
ポリエステル、コポリエステル、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ
リビニルクロリドアクリルコポリマー、ポリカーボネートアクリロニトリルブタジエンス
チレン、ポリスチレン、ポリメチルペンテン等が挙げられる。この中でも特に滅菌耐性を
有する点で、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリイミド、ポリカーボ
ネート、ポリスルホン、ポリメチルペンテン、コポリエステル等が好ましい。
　一方、容器の構造材料として金属材料（生物親和性金属、合金）を使用する場合は、例
えばステンレス鋼、チタン、白金、タンタル、金、及びそれらの合金、並びに金メッキ合
金鉄、白金メッキ合金鉄、コバルトクロミウム合金、窒化チタン被覆ステンレス鋼等が挙
げられる。
【００３０】
　また、前記容器の内部の表面は、表面粗さＲａ０．１～２０ｎｍに調整されていること
が好ましい。このように表面粗さＲａを調整することで、容器の内部の表面に細胞が付着
する量を低減することができる。
　前記表面粗さＲａとは算術平均粗さを意味し、粗さ曲線からその平均線の方向に基準長
さだけを抜き取り、この抜取り部分の平均線の方向にｘ軸を、縦倍率の方向にｙ軸を取り
、粗さ曲線をｙ＝ｆ(x)で表したときに、次の式によって求められる値をマイクロメート
ル(μｍ)で表したものをいう。なお、式中、「ｌ」は基準長さを示す。
【００３１】
【数１】

【００３２】
　表面粗さＲａを測定する具体的方法としては、例えば、原子間力顕微鏡（キーエンス製
、VN-8010）の粗さ計測機能を用いて測定することができる。
【００３３】
　前記容器の内部は仕切り機構によって上方内部と下方内部とに分離されている。前記容
器の上方内部は、遠心分離前には細胞含有液が充填され、また、遠心分離後に目的の細胞
が成層する部分である。
　また、前記容器の下方内部は、遠心分離前には前記分離液が充填され、また、遠心分離
後には赤血球などの密度の大きな細胞が沈降する部分である。
【００３４】
　前記容器の上方内部の容量としては、容器の下方内部の容量の１３０％以上に調整する
ことで、特に、フィコール・パックなどの分離液を容器の下方内部から前記仕切り機構付
近まで充填、その分離液の上に細胞含有液を重層できるため、遠心分離を効率よく行うこ
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とができる。前記上方内部に容量は１３０％以上であれば特に限定されず、１４０％以上
、１５０％以上、１６０％以上、１７０％以上、１８０％以上、１９０％以上となるよう
に設計しても良いし、また５００％以下、４９０％以下、４８０％以下、４７０％以下、
４６０％以下、４５０％以下、４４０％以下、４３０％以下、４２０％以下、４１０％以
下、４００％以下、３５０％以下、３００％以下、２５０％以下、２００％以下となるよ
うに設計しても良い。
【００３５】
　本発明の細胞分離デバイスでは、前記仕切り機構は、前記貫通孔を備えた仕切り板及び
前記仕切り板に接する容器の上方内部下面に前記容器の内部に通じる孔を備えた隔壁から
構成されており、前記隔壁の孔に、仕切り板を回転させて仕切り板の貫通孔を少なくとも
一部重ねることで、容器の上方内部と下方内部とが連通状態となり、さらに回転させて前
記隔壁の孔から貫通孔を外すことで、容器の上方内部と下方内部とが遮断状態となる。
　また、前記のような構成の仕切り機構で連通状態、遮断状態の切り替え操作を行う場合
、上方内部の下面を形成する隔壁が回転しないため、上方内部に充填される細胞含有液な
どの液体を動かす必要がない。その結果、遠心分離前において分離液と細胞含有液との接
触する液面を前記孔の断面積分に低減させて、接触面の乱れを最小限に抑えることができ
、また、遠心分離後においては成層した各層の面に影響を与えずに分離操作を行うことが
できる。
【００３６】
　前記隔壁の孔の形状、大きさ及び数については、特に限定はないが、遠心分離時の細胞
の移動をスムーズに行う観点から、前記仕切り板の貫通孔の形状、大きさ及び数と合わせ
ることが好ましい。
【００３７】
　前記隔壁に設けた孔は、前記仕切り板上に配置された貫通孔と少なくとも一部が重なる
ように配置されることが好ましい。
　また、前記隔壁に設けた孔の数は、１つでも２つ以上でもよいが、少なくとも２つある
場合には、前記容器の長軸方向の中心から均等な位置に各孔を配置することで、遠心分離
時の細胞の移動をスムーズに行うことができる。
【００３８】
　また、前記容器の上方内部の内径は、上方内部下面の隔壁に設けた孔に向けて徐々に縮
径していくように構成されていてもよい。前記容器の上方内部の内径とは、前記上方内部
を構成している容器の内腔部分の径をいう。本発明では、前記上方内部の内径が、前記の
ように構成されていることで、分離処理を施した際に、容器の上方内部になる細胞、特に
密度の大きな細胞が速やかに容器の下方内部に沈降しやすくなり、その結果として、所望
の細胞が均一な厚みの層を形成し易くすることができる。
　前記縮径の態様としては、容器の内腔壁が直線的又は段階的に前記縮径していく形状が
挙げられるが、特に限定はない。
【００３９】
　前記仕切り機構を構成する仕切り板は、前記容器の内部に配置される。前記仕切り板の
形状は、前記容器の内部の形状に合わせればよく、特に限定はない。例えば、前記容器が
円筒状のチューブ形状である場合、前記し入り板を円形にすることで、好適に切り替え操
作を行うことができる。
　前記仕切り板の厚みについては、遠心分離時にかかる加圧に耐えられればよく、特に限
定はない。
【００４０】
　また、前記貫通孔の断面積は、前記容器内部の最大の断面積に対して３～２５％に調整
されていることで、遠心分離時において容器上方内部に充填されている細胞含有液中の細
胞が貫通孔を通過して下方内部にスムーズに移動できるため、分離操作後の成層の境界面
がより水平になり、また成層の厚みも均一にし易くすることができる。
　なお、前記容器内部の最大の断面積とは、容器内腔の最大面積をいう。
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　貫通孔の断面積及び容器の断面積は、深さ方向と直交する方向の内側の断面積を算出し
て求める。また、貫通孔が複数個ある場合は、全ての貫通孔の断面積の総和を貫通孔の断
面積とする。
【００４１】
　前記貫通孔の形状については、前記容器の長軸方向から見た形状として、円形、楕円形
、三角形、四角形、多角形などが挙げられるが、遠心分離時に前記容器の上方内部から下
方内部へ向かって密度の大きな細胞、例えば赤血球が沈降し易い観点から、円形が好まし
い。
【００４２】
　前記貫通孔の数については、１個でもよいが、好ましくは２個以上、より好ましくは３
個以上、さらに好ましくは４個以上の複数個でもよく、特に限定はない。
　前記貫通孔は、前記仕切り板上に配置されるのであれば特に限定されないが、前記容器
の上方内部下面の隔壁に配置された孔と少なくとも一部が重なるように配置されることが
好ましい。また、前記貫通孔の数は、１つでも２つ以上でもよいが、少なくとも２つある
場合には、前記容器の長軸方向の中心から均等な位置に各貫通孔を配置することで、遠心
分離時の細胞の移動をスムーズに行うことができる。
【００４３】
　中でも、前記貫通孔及び／又は前記隔壁に設けた孔を少なくとも２つ有し、前記少なく
とも２つ設けた孔同士が、前記容器の長軸方向の中心から均等な一に配置されていること
で、遠心分離時に前記貫通孔と前記孔との位置をあわせることで、前記孔同士を通じて前
記容器の上方内部にある細胞が、下方内部へ移動することがよりスムーズに行われる。
【００４４】
　前記貫通孔の周囲又は前記隔壁に設けた孔の周囲にシール材を有することで、容器と仕
切り機構の可動部材である仕切り板との間の水密性をより高めることができる。
　シール材の材質としては、ニトリルゴム、フッ素ゴム、ウレタンゴム、シリコーンゴム
、エチレンプロピレンゴム、水素化ニトリルゴム、クロロプレンゴム、アクリルゴム、ブ
チルゴム、クロロスルフォン化ポリエチレン、エピクロルヒドリンゴム、天然ゴム、フッ
素樹脂などが挙げられるが、特に限定はない。
【００４５】
　また、前記仕切り板の側面には取っ手を設けることで、仕切り板を回転し易くすること
ができる。取っ手の構成については、指で仕切り板を回転できるような形状であればよく
、特に限定はない。
【００４６】
　前記容器の上方内部下面の隔壁に前記仕切り板を前記容器の長軸方向の中心を回転軸と
して回転可能に取り付ける方法としては、例えば、前記上方内部下面の隔壁表面と、前記
仕切り板の表面とを接触させながら、前記上方内部下面の側壁に、前記仕切り板の表面に
設けた凸部とを嵌合させるように構成することが挙げられる。
【００４７】
　また、前記仕切り板の下方にも凸部を設け、この凸部の側面と容器の下方内部の側面と
を接触させるように嵌合させるように構成することで、仕切り板をより安定に容器内部に
配置できる。
【００４８】
　なお、前記のように容器の上方内部下面の隔壁に加えて容器下方内部側に隔壁を設けて
もよい。
【００４９】
　本発明において、前記仕切り板で仕切られる容器の上方と下方とは、別の容器部材で構
成されていてもよいし、一体の容器部材で構成されていてもよい。別の容器部材で構成さ
れている場合、例えば、上方容器の下端を前記仕切り板に嵌合させ、さらに仕切り板の側
面を下方容器の上端の側面に嵌合させ、下方容器の上端をさらに上方容器の側面に嵌合さ
せる方法が挙げられる。また、一体の容器部材である場合には、３Ｄプリンターなどを用
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いて、容器を前記仕切り板とともに作製することができる。
【００５０】
　前記容器の底部は、本発明の細胞分離デバイスを接地した状態で自立可能になるような
構成にすることが好ましい。この自立可能な構成を備えることで、前記仕切り機構の仕切
り板の回転操作を、細胞分離デバイスを自立させながら大きな振動を与えることなく行う
ことができ、その結果、細胞含有液を充填する操作が行い易くなり、また、遠心分離後に
成層した各層の境界面が動くことを防ぐことができる。
　前記自立可能な構成としては、容器の底部表面を平面にすることが好ましい。
【００５１】
　前記容器の上部は開口していてもよいが、細菌などの混入を防ぐ観点から、蓋が設けら
れることが好ましい。蓋の形状については、蓋が前記容器上部にしっかりと固定できれば
よく、特に限定はない。
【００５２】
　また、前記容器の上部及び／又は下部の側面が遠心分離機に設けられている容器設置用
アダプターの表面に固定できるように、前記容器の上部及び／又は下部の外径が他の容器
の側面の外径よりも大きく構成されていることが好ましい。このように構成されているこ
とで、前記遠心分離機による遠心分離操作時に、前記容器設置用アダプター内で前記細胞
分離デバイスが振動せずに回転できるため、成層の厚みが均一になり、精度のよい遠心分
離を行うことができる。
【００５３】
　前記容器の上部には液体供給用及び／又は排出用の口が設けられていてもよい。前記容
器の上部に液体供給用及び／又は排出用の口が設けられていることで、細胞含有液を供給
する操作及び／又は成層した細胞を排出する操作を効率よく行うことができる。具体的に
は、前記蓋又は前記容器側面に前記口を設ければよい。
　前記容器の上部に設ける口の形状及び大きさについては、特に限定はない。
【００５４】
　また、前記容器の上方内部に微細孔を有するフィルターが設けられていることで、成層
した細胞のみを選択的に細胞分離デバイス内に残すことができ、また、細胞の洗浄操作も
行い易くなる。
【００５５】
　前記「微細孔」とは、目的の細胞よりも小さい孔をいう。中でも、前記フィルターの平
均細孔径は、所望の細胞を細胞分離デバイス内に残しやすくする観点から、０．１～８μ
ｍであることが好ましい。
　前記平均細孔径は、パームポロメーター（ＰＭＩ社製）により測定すればよい。
【００５６】
　前記フィルターの形状としては、層状のフィルターなどが挙げられるが、特に限定はな
い。フィルターの材質としては、ステンレス、ニッケル、ポリエステル、ポリオレフィン
、ポリアクリロニトリル、ポリアミド、ポリスチレン、ポリアルキル（メタ）アクリレー
ト、ポリ塩化ビニル、ポリクロロプレン、ポリウレタン、ポリビニルアルコール、ポリビ
ニルアセテート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリブタジエン、ブタジエン－
アクリロニトリル共重合体、スチレン－ブタジエン共重合体、エチレン－ビニルアルコー
ル共重合体、セルロースジアセテート、エチルセルロースなどが挙げられるが、特に限定
はない。
【００５７】
　中でも、前記液体供給用又は排出用の口は２つ以上あり、少なくとも一つの口が、前記
容器の上方内部の前記フィルターよりも下方側に設けられていることで、細胞分離デバイ
スを立設した状態で、細胞含有液を前記フィルターよりも下側に設けた口から供給するこ
とができ、また、遠心分離後では前記フィルターを用いて細胞分離デバイス内に残した細
胞を前記下方側に設けた口から排出することができる。
【００５８】
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　前記のような構成を有する本発明の細胞分離デバイスは、他の細胞分離用器具と接続す
ることで細胞分離システムを形成することができる。例えば、本発明の細胞分離デバイス
と、洗浄液用バッグ及び／又は微細孔を有するフィルターとからなり、前記細胞分離デバ
イスに、前記洗浄液用バッグ及び／又は前記微細孔を有するフィルターがチューブで接続
されているシステムが挙げられる。このような構成とすることで、遠心分離後の細胞分離
デバイスに洗浄液用バッグから洗浄液を導入して細胞を洗浄したり、さらに微細孔を有す
るフィルターを用いることで細胞を洗浄液から分離したりすることができる。
【００５９】
　また、前記チューブは、細胞分離システムを構成する細胞分離デバイスなどの各細胞分
離器具へ細胞含有液、洗浄液、回収液などの液体を導入したり、導出したりするために使
用される。前記チューブとしては、所望の位置に配置された各細胞分離器具へ装着できる
柔軟性を有していればよく、素材、サイズ、形状などについては特に限定はない。
【００６０】
　また、前記細胞分離システムには、細胞含有液用バッグと廃液用バッグとがさらに接続
されていてもよい。このような構成とすることで、遠心分離前に細胞含有液用バッグから
細胞含有液を細胞分離デバイスに充填する操作を容易にし、また、遠心分離後の細胞分離
デバイスの容器上方内部に充填される細胞以外の溶媒を廃液用バッグに排出する操作を容
易にできる。
　なお、遠心分離時には、前記細胞分離デバイスは、前記細胞分離システムから取り外し
て遠心分離機に装着し、遠心分離後に前記細胞分離デバイスを再び前記細胞分離システム
に接続してもよい。
【００６１】
　前記洗浄液用バッグ、細胞含有液用バッグ及び廃液用バッグとしては、市販されている
公知のバッグを用いればよく、特に限定はない。
【００６２】
　また、前記微細孔を有するフィルターは、細胞を濃縮洗浄することを目的とするもので
ある。前記フィルターの平均細孔径は、０．１～８μｍであればよい。
　前記微細孔を有するフィルターは、各バッグと細胞分離デバイスとを接続するチューブ
の所望の位置に接続すればよい。例えば、前記微細孔を有するフィルターを内蔵する出入
口を有する容器を作製し、この容器の出入口を前記チューブに接続すればよい。
【００６３】
　また、前記各バッグと細胞分離デバイスとを接続するチューブには、所望の細胞の回収
操作や洗浄操作を複数回行う際に、洗浄液、細胞含有液、廃液などを効率よく通液するた
めに複数の分岐を設けることが好ましい。前記分岐には、具体的には三方活栓、四方活栓
、クランプ、シリンジ接続可能な三つ又分岐管を用いる方法が挙げられるが、特に限定は
ない。
【００６４】
　前記細胞分離デバイスから目的の細胞を回収する場合、前記細胞分離デバイスに回収液
を導入し、前記細胞分離システムに接続した細胞回収バッグに回収液とともに目的の細胞
を回収してもよい。この細胞回収バッグは、予め前記細胞分離システムに接続しておいて
もよいし、細胞回収バッグと接続可能なチューブ、即ち、スパイク付チューブ、ルアーア
ダプター（オス、メス）付チューブ、或いはＳＣＤ接続を行ってもよい。
　また、細胞回収バッグとしては、凍結保存耐性を有するバッグ、細胞培養可能なバッグ
等を使用することができる。
【００６５】
　また、前記細胞分離システムには、目的に応じて、他の細胞分離用器具をチューブを介
して接続してもよい。
　前記細胞分離用器具としては、例えば、細胞回収液を容器に導入するために使用される
細胞回収液導入ポート、細胞を濃縮するために使用される中空糸フィルターモジュール、
前記中空糸フィルターモジュールで濃縮を行う際に細胞含有液を滞留させるために使用さ
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れる循環バッグ、細胞分離システム内の圧力を調整するためのエアーフィルターなどが挙
げられる。
　なお、前記細胞分離システムにおける細胞分離用器具の設置位置については、特に限定
はない。
【００６６】
　以下、細胞分離デバイスの実施態様を図に基づいて説明する。
【００６７】
　図１（ａ）、１（ｂ）に、本発明で用いる細胞分離デバイス１の一例を示す。なお、図
１（ａ）は細胞分離デバイス１の上面図、図１（ｂ）は細胞分離デバイス１の側面方向か
らの断面図である。また、図２に、図１（ｂ）に示す細胞分離デバイス１の内部に備えた
仕切り板５の上面図を示す。
【００６８】
　前記細胞分離デバイス１は、上方から内部に液体を充填できる容器２と前記容器２の内
部を上下に仕切る仕切り機構３とを備える。
【００６９】
　前記容器２の形状としては、図１（ａ）、１（ｂ）に示すように円筒形状が挙げられる
が、遠心分離機の回転子の容器設置用アダプターに挿入できるのであれば、他の形状でも
よく、特に限定はない。
【００７０】
　また、前記容器２の内部の表面は、表面粗さＲａ０．１～２０ｎｍに調整されているこ
とで、容器２の内部の表面に細胞が付着して分離・回収できなくなる量を低減することが
できる。
【００７１】
　前記容器２の内部は、前記仕切り機構３により、上方内部６と下方内部７とに仕切られ
ている。細胞分離デバイス１の上方内部６は、遠心分離前には細胞含有液が充填され、ま
た、遠心分離後に目的の細胞が成層する部分である。
　前記下方内部７は、遠心分離前には前記分離液が充填され、また、遠心分離後には赤血
球などの密度の大きな細胞が沈降する部分である。
【００７２】
　前記容器２の上方内部６における容量としては、容器の下方内部７の容量の１３０％以
上に調整することが好ましい。
【００７３】
　前記仕切り機構３は、前記容器２の内部を上下に仕切ることが可能な機構であり、貫通
孔４を備えた仕切り板５及び前記仕切り板５に接する前記容器２の上方内部６下面に容器
２の内部に通じる孔９を備えた隔壁８を有しており、前記仕切り板５が前記容器２の長軸
方向の中心Ｃを回転軸として回転することで、前記貫通孔４と前記孔９との位置をあわせ
たり、外したりして、容器２の上方内部６と下方内部７とを連通状態又は遮断状態に切り
替えることができる。
【００７４】
　前記仕切り機構３は、前記仕切り板５に接する容器２の上方内部６下面の隔壁８及び貫
通孔４を備えた仕切り板５から構成される。
　例えば、図１（ｂ）に示すように、回転させた仕切り板５の貫通孔４を前記隔壁８に設
けた孔９と重ねることで、容器２の上方内部６と下方内部７とが連通状態となる。また、
図示しないが、仕切り板５を容器の長軸方向の中心Ｃを回転軸として回転させて、貫通孔
４の位置を孔９と重ならない位置に移動させることで、容器２の上方内部６と下方内部７
とを遮断状態にすることができる。
【００７５】
　前記貫通孔４及び前記上方内部６下面の隔壁８に設けた孔９は、前記容器２の長軸方向
の中心Ｃから均等な位置に配置されていることで、開閉操作をスムーズに行うことができ
る。
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【００７６】
　前記貫通孔４の形状については、前記容器２の長軸方向から見た形状として、円形、楕
円形、三角形、四角形、多角形などが挙げられるが、遠心分離時に前記容器２の上方内部
６から下方内部７へ向かって密度の大きな細胞、例えば赤血球が沈降し易い観点から、円
形が好ましい。
【００７７】
　前記貫通孔４の数については、１個でもよいが、好ましくは２個以上、より好ましくは
３個以上、さらに好ましくは４個以上の複数個でもよく、特に限定はない。
【００７８】
　前記貫通孔４の断面積は、前記容器２内部の最大の断面積に対して３～２５％に調整さ
れていることが好ましい。前記貫通孔４の断面積を前記範囲に調整することで、遠心分離
時において容器２の上方内部６に充填されている細胞含有液中の細胞が貫通孔４を通過し
て下方内部７に移動するのをスムーズに行うことができ、分離操作後の成層の境界面がよ
り水平になり、また成層の厚みも均一にし易くすることができる。
　なお、前記容器２内部の最大の断面積とは、容器内腔の最大面積をいう。
また、複数の貫通孔を有するときは、その複数の貫通孔の断面積の和が容器内部の最大の
断面積に対して３～２５％になるよう設計することが好ましい。
【００７９】
　前記貫通孔４を有する仕切り板５は、前記容器２の内部に配置される。前記仕切り板５
の形状は、前記容器２の内部の形状に合わせればよく、特に限定はない。
　前記仕切り板５の厚みについては、遠心分離時にかかる加圧に耐えられればよく、特に
限定はない。
【００８０】
　また、前記容器２の上方内部６の内径は、上方内部６下面の隔壁８に設けた孔９に向け
て徐々に縮径していくように構成されていてもよい。前記容器２の上方内部６の内径Ｄと
は、前記上方内部６を構成している容器２の内腔部分の径をいい、具体的には、図１（ｂ
）に示すように、前記隔壁８は容器２の上方内部６を形成する内腔壁１０間の長さである
。また、前記外径Ｄが上方内部６下面の隔壁８に設けた孔９に向けて徐々に縮径していく
構成とは、例えば、図１（ｂ）に示すように、前記隔壁８に設けた孔９に向かって内腔壁
１０の厚みが大きくなるような構成、前記隔壁８の中心Ｃ付近から孔９の辺縁部付近にか
けて隔壁８の垂直方向の厚みが徐々に減少するような構成などが挙げられる。図１（ｂ）
では、孔９付近の容器２の内径（Ｄ１＋Ｄ２）は、それより上方の内径Ｄよりも小さくな
るように構成されている。
　前記縮径の態様としては、図示しないが、容器２の内腔壁１０が段階的に前記縮径して
いく形状であってもよい。
【００８１】
　また、図１（ｂ）、図２に示すように、前記仕切り板５の側面には取っ手１１を設けて
いてもよい。前記取っ手１１の構成については、指で仕切り板５を回転できるような形状
であればよく、特に限定はない。
【００８２】
　また、前記容器２の上方内部６下面の隔壁８に前記仕切り板５を前記容器２の長軸方向
の中心Ｃを回転軸として回転可能に取り付ける方法としては、例えば、図１（ｂ）に示す
ように、前記上方内部６下面の隔壁８の外側の表面と、前記仕切り板５の表面とを接触さ
せながら、前記上方内部６下面の側壁１２に、前記仕切り板５の表面に設けた凸部１３の
内側の表面を嵌合させることが挙げられる。この場合、前記容器２の長軸方向から見た前
記上方内部６下面の側壁１２の形状と、前記仕切り板５の表面に設けた凸部１３との形状
は、いずれも円形状にすることで前記仕切り板５は前記容器２の長軸方向の中心Ｃを回転
軸として回転可能になる。
【００８３】
　また、図１（ｂ）に示すように、前記仕切り板５の下方にも上方とは別に凸部１４を設
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け、この凸部１４の外側の表面と容器２の下方内部７を構成する上部側面１５とを接触さ
せるように嵌合させることで、細胞分離デバイス１内において前記仕切り板５を回転させ
る際により安定して動かすことができる。
　この場合、前記容器２の長軸方向から見た前記仕切り板５の下方凸部１４の形状と下方
内部７の側壁１５の形状とは、いずれも円形状とする。
【００８４】
　また、図１（ｂ）、図２に示すように、前記貫通孔４の周囲にシール材１６を有するこ
とで、容器２と仕切り機構３の可動部材である仕切り板５との間の水密性をより高めるこ
とができる。
　また、前記シール材１６を設置する位置としては、図示しないが、前記容器２の上方内
部６の下面の隔壁に設けた孔９の周囲に設けてもよい。
　さらに、シール材１６を、図１（ｂ）に示すように、前記容器２と前記仕切り板５との
接触面に設けることで、仕切り板５を回転させた場合に、前記接触面から液体が漏れ出す
ことを防ぐことができる。
【００８５】
　また、前記仕切り板５で仕切られる容器２の上方内部６と下方内部７とは、図１（ｂ）
、３に示すように、それぞれ別の容器部材で構成されていてもよい。例えば、上側容器部
材２ａの下端の外側面１２に前記仕切り板５の上側凸部１３の内側面を嵌め込み、次いで
仕切り板５の上側凸部１３の外側面に、下側容器部材２ｂの上端内側面１７を嵌め込み、
さらに下側容器部材２ｂの上端内側面１７を上側容器部材２ａの外側面１２に固定する方
法が挙げられる。図３に示すように、下側容器部材２ｂには、仕切り板５の取っ手１１を
嵌め込み、軸を中心とする回転移動を可能にする溝４０や上側容器部材２ａの下端の外表
面に設けた固定具４１を嵌め込んで固定するための孔４２が設けられている。
【００８６】
　また、図示しないが、前記仕切り板５で仕切られる容器２の上方内部６と下方内部７と
は、一体の容器部材で構成されていてもよい。一体の容器部材は３Ｄプリンターなどを用
いて、予め設計した形状になるように、前記仕切り板とともに作製することができる。
【００８７】
　本発明の細胞分離デバイスは、前記容器２の底部を接地した状態で自立可能な構成を備
えていてもよい。前記自立可能な構成としては、例えば、図１（ｂ）に示すように、容器
２の底部表面１８を平面にすることが挙げられる。
【００８８】
　また、前記容器２の上部は開口していてもよいが、目的の細胞のロスや他の細胞の混入
を防ぐ観点から、蓋１９が設けられることが好ましい。蓋１９の形状については特に限定
はない。また、蓋１９と前記容器２上部とはしっかりと固定していることが好ましい。
【００８９】
　前記容器２の上部及び／又は下部の外側面が遠心分離機に設けられている容器設置用ア
ダプターの表面に固定できるように、前記容器２の上部及び／又は下部の外径が他の容器
２の側面の外径よりも大きく構成されていてもよい。例えば、図１（ｂ）に示すように、
蓋１９の外側面２０の外径と、下側容器部材２ｂの外側面２１の外径とが、上側容器部材
２ａの外側面２２の外径よりも大きく構成されていればよい。この場合、蓋１９の外側面
２０の外径と、下側容器部材２ｂの外側面２１の外径とは同じ大きさになるように調整す
ることで、市販の遠心分離機の容器設置用アダプターに細胞分離デバイス１を安定に設置
することができる。
　なお、前記仕切り板５における設ける取っ手１１を含む外径は、蓋１９の外側面２０の
外径及び下側容器部材２ｂの外側面２１の外径と略同じ大きさまたはそれ以下になるよう
に調整する。
【００９０】
　前記容器２の上部には液体供給用及び／又は排出用の口が設けられていてもよい。例え
ば、図４（ａ）、４（ｂ）に示す細胞分離デバイス１ａのように、前記容器２の上部に設
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けた蓋１９に液体又は気体供給用及び／又は排出用の口２３ａ、２３ｂ、２３ｃが設けら
れていてもよい。この場合、例えば、口２３ａを細胞含有液や洗浄液などの液体供給口と
し、口２３ｂを気体供給口、口２３ｃを細胞回収口及び／又は廃液排出口とする。
　前記容器の上部に設ける口２３ａ、２３ｂ、２３ｃの形状及び大きさについては、特に
限定はない。
【００９１】
　なお、図４（ａ）、４（ｂ）に示す細胞分離デバイス１ａについて、前記に説明した以
外の構成は図１に示す細胞分離デバイス１の構成と同じであればよい。
【００９２】
　また、図５（ａ）、５（ｂ）に示す細胞分離デバイス１ｂのように、前記容器２の上方
内部６に微細孔を有するフィルター２４が設けられていてもよい。前記フィルター２４の
平均細孔径は、所望の細胞を細胞分離デバイス内に残しやすくする観点から、０．１～８
μｍであることが好ましい。前記フィルター２４の形状は、層状のフィルターであればよ
い。
【００９３】
　細胞分離デバイス１ｂにおいては、容器２の上部の蓋１９に液体供給口２３ａ、気体供
給口２３ｂ及び排出口２３ｃを有する。また、液体供給口２３ａでは、図５（ｂ）に示す
ように、蓋１９に設けた口から別のチューブ２５を挿入し、このチューブ２５の端を前記
上方内部６の前記フィルター２４を貫通させるように構成しているために、液体供給口２
３ａの位置を前記フィルター２４よりも下方側に設けることができる。このように液体供
給口２３ａの位置をフィルター２４よりも下方側に設けることで、蓋１９を細胞分離デバ
イス１ｂに固定したままで、前記フィルター２４を通過させずに細胞含有液を容器２内部
に供給することができる。また、前記細胞分離デバイス１ｂを遠心分離した後では、液体
供給口２３ａを閉じ、排出口２３ｃを開き、前記細胞分離デバイス１ｂの上下の位置を反
転させることで、前記フィルター２４を用いて細胞分離デバイス１ｂ内に細胞を残しなが
ら、細胞含有液の溶媒を排出口２３ｃから排出することができる。
【００９４】
　また、図６（ａ）、６（ｂ）に示す細胞分離デバイス１ｃのように、気体供給口２３ｂ
、液体排出口２３ｃを容器２の上部の蓋１９の上面に設け、且つ容器２内部に設けたフィ
ルター２４よりも下方側の外側面に液体供給口２３ａを設けてもよい。
【００９５】
　なお、図５、６に示す細胞分離デバイス１ｂ、１ｃについて、前記に説明した以外の構
成は図１に示す細胞分離デバイス１の構成と同じであればよい。
【００９６】
　次に、本発明の細胞分離デバイスを用いた細胞分離の方法を説明する。前記細胞分離は
、例えば、図７に示す手順で行うことができる。
【００９７】
　まず、蓋１９に３つの口２３ａ、２３ｂ、２３ｃを有するタイプの細胞分離デバイス１
ａの仕切り板５を回転させて貫通孔４と、容器２の上方内部６の下面の隔壁８に設けた孔
９とを重ねることで、容器２の上方内部６と下方内部７とを連通状態にする。
　次に、細胞分離デバイス１ａの上方の口２３ａから、分離液２６を注入して、下方内部
７を満たす（図中、（ａ））。
　次に、仕切り板５を回転させて前記仕切り板５の貫通孔４の位置を隔壁８の孔９とずら
すことで、容器２の上方内部６と下方内部７とを遮断状態にし、細胞分離デバイス１ａの
上方の口２３ａから細胞含有液２７を注入する（図中、（ｂ））。
　次に、細胞分離デバイス１ａの前記仕切り板５を回転させて前記仕切り板５の貫通孔４
の位置を隔壁８の孔９に重ねることで、容器２の上方内部６と下方内部７とを連通状態に
し、遠心分離機に細胞分離デバイス１ａを装着して、遠心分離を行い、細胞成分の成層を
行う（図中、（ｃ））。なお、遠心分離時には細胞分離デバイス１ａ内部への雑菌の混入
を防ぐために、前記口２３ａ、２３ｂ、２３ｃにそれぞれ蓋をしておいてもよい。
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　次に、遠心分離機から細胞分離デバイス１ａを取り出して容器２内部で成層している単
核球２８を回収する。なお、細胞含有液２７が血液である場合、遠心分離後の細胞分離デ
バイス１ａでは、容器２の内部において下から順番に、赤血球層２９（下方内部７）、分
離液層３０（下方内部７及び上方内部６）、単核球２８（上方内部６）、血漿層３１（上
方内部６）が成層される。また、単核球２８を回収する際には、前記仕切り板５を回転さ
せて前記仕切り板５の貫通孔４の位置を隔壁８の孔９とずらして、容器２上方内部６と下
方内部７とを遮断状態にしておくことで、前記下方内部７にある赤血球などの他の細胞の
混入を簡単に防いで、単核球２８を効率よく回収することができる。
【００９８】
　次に、前記細胞分離デバイスを用いた細胞分離システムを説明する。
　前記細胞分離システムにおいて細胞分離デバイスに接続する細胞分離用器具としては、
処理目的に応じて適宜選択すればよい。
【００９９】
　例えば、本発明の細胞分離デバイスと、洗浄液用バッグ及び／又は微細孔を有するフィ
ルターとからなり、前記細胞分離デバイスに、前記洗浄液用バッグ及び／又は前記微細孔
を有するフィルターがチューブで接続されているシステムが挙げられる。
　この細胞分離システムでは、遠心分離後の細胞分離デバイスに洗浄液用バッグから洗浄
液を導入して細胞を洗浄したり、さらに微細孔を有するフィルターを用いることで細胞を
洗浄液から分離したりすることができる
【０１００】
　具体的には、図８に示す細胞分離システム３２ａ、図９に示す細胞分離システム３２ｂ
、図１０に示す細胞分離システム３２ｃが挙げられる。
【０１０１】
　図８に示す細胞分離システム３２ａは、蓋１９に３つの口を有する細胞分離デバイス１
ａが使用されており、前記細胞分離デバイス１ａには、細胞含有液を収容した細胞含有液
用バック３５、細胞分離デバイス１ａに気体を通すためのエアーフィルター３４、遠心分
離後の細胞分離デバイス１ａ内にある所望の細胞を洗浄するのに使用する洗浄バッグ３７
がチューブを介して接続されており、細胞を分離するためのクリップ４６を有する。前記
洗浄バッグ３７には、チューブを介して、洗浄液を収容した洗浄液用バッグ３３、細胞分
離システム３２ａで生じる廃液を収容するための廃液バッグ３６及び所望の細胞を収容す
るための細胞回収バッグ３８が接続されている。
【０１０２】
　図９に示す細胞分離システム３２ｂでは、細胞分離デバイス１ａに、細胞含有液用バッ
グ３５、エアーフィルター３４、洗浄液用バッグ３３、細胞回収バッグ３８、廃液バッグ
３６及び細胞回収液導入ポート４３がチューブを介して接続されている。前記細胞回収液
導入ポート４３は、細胞回収液を細胞分離システム３２ｂに導入するために使用される。
【０１０３】
　図１０に示す細胞分離システム３２ｃでは、細胞分離デバイス１ａに、細胞含有液用バ
ッグ３５、エアーフィルター３４及び循環バッグ４４がチューブを介して接続されている
。前記循環バッグ４４には、洗浄液用バッグ３３、細胞回収バッグ３８及び細胞含有液を
濃縮するための中空糸フィルターモジュール４５が接続されている。循環バッグ４４と中
空糸フィルターモジュール４５との間では細胞含有液を循環できる回路が形成されており
、前記中空糸フィルターモジュール４５にはさらに廃液バッグ３６が接続されている。
【０１０４】
　前記細胞分離システム３２ａ、３２ｂ、３２ｃを構成するチューブについて、３本のチ
ューブが接続している部分には、図示しないが、三方コックや栓などを設けて通液を任意
に止めることができるようになっている。
【０１０５】
　また、前記細胞分離デバイス１ａを遠心分離に供する時には、前記細胞分離デバイス１
を前記細胞分離システム３２ａ、３２ｂ、３２ｃから取り外して遠心分離機に装着する。
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また、遠心分離後に前記細胞分離デバイス１ａを再び前記細胞分離システム３２ａ、３２
ｂ、３２ｃに接続する。
【０１０６】
　次に、前記細胞分離システム３２ａ、３２ｂ、３２ｃを用いて細胞分離を行う方法につ
いて説明する。
【０１０７】
　図８に示す細胞分離システム３２ａでは、遠心分離前に細胞含有液用バッグ３５から細
胞含有液を細胞分離デバイス１ａに供給した後、細胞分離デバイス１ａを取り外して図７
に示す遠心分離処理を行う。遠心分離後、細胞分離デバイス１ａを細胞分離システム３２
ａに取り付ける。
　次いで、細胞分離デバイス１ａを上下に反転させて洗浄バッグ３７に単核球を含む液体
を導入する。
　さらに洗浄バッグ３７には、洗浄液用バッグ３３から生理食塩水などの洗浄液を導入し
て単核球を希釈洗浄する。
　その後、洗浄バッグ３７を前記細胞分離システム３２ａから取り外して遠心分離し、単
核球を沈降させた後、単核球のない位置で洗浄バッグ３７の下部をクリップ４６で止める
。
　次いで、洗浄バッグ３７を上下に反転させて廃液バッグ３６に生理食塩水を含む廃液を
導入する。なお、この洗浄操作は複数回行ってもよい。
　次いで、洗浄液用バッグ３３から少量の洗浄液を洗浄バッグ３７に供給し、クリップ３
７を外し、単核球を懸濁した後、細胞回収バッグ３８に単核球を回収する。
【０１０８】
　図９に示す細胞分離システム３２ｂでは、遠心分離前に細胞含有液用バッグ３５から細
胞含有液を細胞分離デバイス１ａに供給した後、細胞分離デバイス１ａを取り外して図７
に示す遠心分離処理を行う。遠心分離後、細胞分離デバイス１ａを細胞分離システム３２
ｂに取り付ける。
　次いで、細胞分離デバイス１ａを上下反転させて単核球を含む液体をフィルター２４に
通し、廃液を廃液バッグ３６に導入する。
　さらに洗浄液用バッグ３３から生理食塩水などの洗浄液をフィルター２４に導入して単
核球を洗浄する。なお、この洗浄操作は複数回行ってもよい。
　その後、細胞回収液導入ポート４３から少量の細胞回収液をフィルター２４に導入して
、細胞回収バッグ３８に単核球を回収する。
【０１０９】
　図１０に示す細胞分離システム３２ｃでは、遠心分離前に細胞含有液用バッグ３５から
細胞含有液を細胞分離デバイス１ａに供給した後、細胞分離デバイス１ａを取り外して図
７に示す遠心分離処理を行う。遠心分離後、細胞分離デバイス１ａを細胞分離システム３
２ｃに取り付ける。
　次いで、遠心分離後の細胞分離デバイス１ａを上下反転させて単核球を含む液体を循環
バッグ４４に導入する。洗浄液用バッグ３３から生理食塩水などの洗浄液を循環バッグ４
４に導入した後、溶液を中空糸フィルターモジュール４５を用いて循環させることで単核
球を濃縮洗浄し、廃液は廃液バッグ３６に導入する。なお、この洗浄操作は複数回行って
もよい。
　その後、循環バッグ４４の単核球を細胞回収バッグ３８に回収する。
【０１１０】
　以上のような構成を有する細胞分離システム３２ａ、３２ｂ、３２ｃは、いずれも、細
胞含有液用バッグ３５から細胞含有液を細胞分離デバイス１ａに充填する操作が容易であ
り、また、遠心分離後の細胞分離デバイス１ａの上方内部６に充填される細胞以外の溶媒
を廃液用バッグ３６に排出する操作を容易にできるため、所望の細胞を効率よく回収する
ことができる。
【符号の説明】
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【０１１１】
　１、１ａ、１ｂ、１ｃ　細胞分離デバイス
　２　容器
　２ａ　上側容器部材
　２ｂ　下側容器部材
　３　仕切り機構
　４　貫通孔
　５　仕切り板
　６　上方内部
　７　下方内部
　８　隔壁
　９　孔
　１０　内腔壁
　１１　取っ手
　１２　上側容器部材２ａの下端の外表面
　１３　仕切り板５の上側凸部
　１４　仕切り板５の下側凸部
　１５　容器２の下方内部７の上部側面　
　１６　シール材
　１７　下側容器部材２ｂの上端内側面
　１８　容器２の底部表面
　１９　蓋
　２０　蓋１９の外側面
　２１　下側容器部材２ｂの外側面
　２２　上側容器部材２ａの外側面
　２３　口
　２４　フィルター
　２５　チューブ
　２６　分離液
　２７　細胞含有液
　２８　単核球
　２９　赤血球層
　３０　分離液層
　３１　血漿層
　３２ａ、３２ｂ、３２ｃ　細胞分離システム
　３３　洗浄液用バッグ
　３４　エアーフィルター
　３５　細胞含有液用バック
　３６　廃液バッグ
　３７　洗浄バッグ
　３８　細胞回収バッグ
　４０　溝
　４１　上側容器部材２ａの下端の外表面１２の固定具
　４２　固定具４１を固定するための孔
　４３　細胞回収液導入ポート
　４４　循環バッグ
　４５　中空糸フィルターモジュール
　４６　クリップ
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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